
令和８年度　学校開放　団体登録手順 

学校施設開放を利用するには団体登録申請が必要です。 

また、１度登録をしても、必ず年度ごとに申請を行う必要があります。 

学校開放事業の詳細については市ホームページを確認してください。 

 

◆団体登録手順 

①上のＱＲコードを読み取

り、電子申請・届出サービス

にアクセスして下さい。 

 

②利用者ログイン画面が表

示されますので、左図いずれ

かの流れで手続き説明画面

（③）に進んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③手続き説明画面が表示されます。 

ページを下に進むと、学校開放団体登録

申請書が添付されていますので、ダウン

ロードしてください。 

ダウンロード後、利用規約の「同意する」

を押下して、④に進んでください。 

（電子申請・届出サービスに利用者登録

をしている方は、⑤に進みます。） 

 

 

 

 

 

 

電子申請・届出サービスへ

の利用者登録をしていない

利用者登録せず

に団体登録する

利用者登録して

団体登録する

「利用者登録せずに

申し込む方はこちら」 
を押下

「利用者登録される

方はこちら」から利用

者登録手続きをする

ＱＲコードを読み取り、利用者ログイン画面にアクセス

電子申請・届出サービスへ

の利用者登録をしている

「既に利用者登録がお

済みの方」からログイン

団体登録の手続きへ 
（手続き説明画面が表示されます。）

利用者登録後

※左図の「利用者登録」とは、「電

子申請・届出サービス」への利用

者登録であり、学校開放事業への

登録とは異なります。 
※電子申請・届出サービスの利用

者登録をすると申請内容等を 
簡単に照会することができます。

② ③

※ダウンロードした申請書ファイルは、手順⑤で

使用しますので、必要事項を入力してください。 
（ファイル内に注意事項を記載しています。）

【団体登録フォーム】
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④メールアドレス確認画面が表示されます。 

登録するアドレスを入力し、「完了する」を

押下してください。 

入力したアドレスにメールが届きますので、

メール内のＵＲＬから申込画面（⑤）へ 

進んでください。 

 

 

 

 

 

⑤申込画面が表示されます。 

必要事項の入力と申請書の添付を行い、 

申込を完了させてください。 

（申込完了メールが配信されます。） 

 

⑥申込内容の審査を行います。 

内容に不備等がなければ１週間前後で「団

体登録完了メール」を配信します。 

 

 

 

⑦団体登録完了メールが配信されましたら、

団体登録の手続きは終了となります。 

 

◆その他の手続きについて 

上記の電子申請（「学校開放　団体登録フォーム」）では、団体登録のほか、「登録内容の変更」、

「担当者メールアドレスの追加登録」も行うことができます。 

代表者の変更や市からの連絡事項を受信するアドレスを追加したい場合は、団体登録と同じ手順

で手続きを行ってください。 

 

「団体登録の取消」や、「登録したメールアドレスの取消」をしたい場合は、下のＱＲコード（「学

校開放　登録取消フォーム」）から手続きを行う必要があります。 

※メール登録の取消について 

・必ず１団体につき１名はメール登録をしていただく必要があります。 

　（メール登録がない場合、団体登録できません。） 

・登録の取消手続きを行う場合は、事前に次の担当者がメール登録を

完了させてください。

※この際、入力いただいたアドレスには、団体

登録完了後に学校開放事業における連絡事項

等が配信されます。

④

⑤

【登録取消フォーム】

※不備があった場合は、申込いただいた電話番

号もしくはメールアドレスにご連絡します。


